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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第61期
第３四半期
連結累計期間

第62期
第３四半期
連結累計期間

第61期
第３四半期
連結会計期間

第62期
第３四半期
連結会計期間

第61期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 19,266 20,420 7,319 7,682 27,588

経常利益 (百万円) 1,143 1,155 669 735 1,905

四半期(当期)純利益 (百万円) 736 667 476 478 1,012

純資産額 (百万円) ― ― 16,298 16,890 16,768

総資産額 (百万円) ― ― 35,950 36,334 35,386

１株当たり純資産額 (円) ― ― 562.91 584.55 580.62

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 27.70 25.70 18.02 18.44 38.26

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― 25.70 ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 41.0 41.8 42.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,135 2,464 ― ― 1,778

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,163 △205 ― ― △1,410

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 22 △813 ― ― △383

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 3,969 5,352 3,972

従業員数 (名) ― ― 1,043 1,043 1,032

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、第61期第３四半期連結累計(会計)期間及び第

61期は、調整計算の結果、１株当たり四半期(当期)純利益が希薄化しないため、第62期第３四半期連結会計

期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容

について重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 1,043

(注)  従業員数は、就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 256

(注)  従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

日  本 6,401 ―

アジア 1,561 ―

合  計 7,962 ―

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。
２  金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注状況

当第３四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％)受注残高(百万円)前年同四半期比(％)

日  本 4,798 ― 6,674 ―

アジア 1,142 ― 1,110 ―

合  計 5,940 ― 7,784 ―

(注) １  上記のほか見込生産を行っている連結子会社があります。

２  金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

日  本 6,431 ―

アジア 1,251 ―

合  計 7,682 ―

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　
２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の

有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気が依然足踏み状態にあるものの、企業収益に改

善が認められる状況で推移いたしました。当業界におきましては、企業の海外投資が進むなか、国内設備

投資は引き続き抑制されるなど厳しい状況で推移いたしました。 

  こうした事業環境のもと、当社グループは更なる省エネルギー製品の開発・改良を進める一方、大型建

設プロジェクト、中小型案件等の受注活動にも積極的に取り組んでまいりました。

　
  セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜日      本＞

厳しい事業環境のなか、大型建設プロジェクト、中小型案件等を中心に、省エネルギー製品の拡販

に努め、売上高は6,433百万円(前年同四半期比0.7％増)と推移いたしましたが、価格競争激化等の影

響により、営業利益は592百万円(前年同四半期比7.9％減)となりました。

　
＜ア  ジ  ア＞

中国を中心として堅調な景気拡大が続くなか、売上高は1,387百万円(前年同四半期比44.9％増)、

営業利益は111百万円と大幅な増収増益となりました。

　
この結果、当社グループの売上高は7,682百万円(前年同四半期比5.0％増)と堅調に推移したことによ

り、営業利益は735百万円(前年同四半期比11.6％増)、経常利益は735百万円(前年同四半期比9.9％増)、四

半期純利益は478百万円(前年同四半期比0.4％増)となりました。

　
　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は36,334百万円となり、前連結会計年度末に比べ947百万円増加

となりました。これは主に、現金及び預金の増加979百万円、たな卸資産の増加763百万円等によるもので

あります。

  負債は19,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ826百万円増加となりました。これは主に、仕入債

務の増加1,156百万円、借入金の減少524百万円等によるものであります。

  純資産は16,890百万円となり、主に四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ121百万円増

加となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期連

結会計期間末に比べ74百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には5,352百万円となりました。

  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりでありま

す。

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は368百万円(前年同四半期比325百万

円収入の増加)となりました。増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加

によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は146百万円(前年同四半期比263百万

円支出の減少)となりました。減少の主な要因は、有形固定資産の取得によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は121百万円(前年同四半期比428百万

円支出の減少)となりました。減少の主な要因は、配当金の支払によるものであります。

　

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　
　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は114百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設等について、重要な変更はありません。ま

た、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種  類 発行可能株式総数(株)

普通株式 79,850,000

計 79,850,000

　

② 【発行済株式】

種  類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内  容

普通株式 27,212,263 27,212,263
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数  1,000株

計 27,212,263 27,212,263― ―

　
　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年 月 日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年12月31日 ― 27,212 ― 5,822 ― 1,455

　
　

(6) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社から平成22年12月22日付で関東財務局長

に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成22年12月15日現在で以下の株式を所有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができてお

りません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
城山トラストタワー

641 2.36
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成22年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   1,245,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  25,795,000 25,795 ―

単元未満株式 普通株式     172,263― ―

発行済株式総数 27,212,263 ― ―

総株主の議決権 ― 25,795 ―

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式639株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
新晃工業株式会社

大阪市北区南森町
一丁目４番５号

1,245,000 ― 1,245,000 4.58

計 ― 1,245,000 ― 1,245,000 4.58

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 420 444 395 366 307 298 281 295 305

最低(円) 343 339 345 302 269 265 245 239 285

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,352 4,372

受取手形及び売掛金 ※３
 14,116 14,255

商品及び製品 608 592

仕掛品 942 366

原材料 867 696

その他 658 930

貸倒引当金 △366 △461

流動資産合計 22,180 20,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,490 4,829

土地 4,911 4,911

その他（純額） 1,148 1,276

有形固定資産合計 ※１
 10,549

※１
 11,017

無形固定資産 483 415

投資その他の資産

その他 3,205 3,286

貸倒引当金 △84 △85

投資その他の資産合計 3,120 3,201

固定資産合計 14,153 14,633

資産合計 36,334 35,386
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 7,398 6,242

短期借入金 4,252 4,374

1年内返済予定の長期借入金 491 519

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 421 209

賞与引当金 274 438

その他 ※３
 1,540 1,472

流動負債合計 14,477 13,356

固定負債

社債 － 50

長期借入金 1,920 2,294

退職給付引当金 1,313 1,176

役員退職慰労引当金 24 67

その他 1,709 1,672

固定負債合計 4,966 5,261

負債合計 19,444 18,618

純資産の部

株主資本

資本金 5,822 5,822

資本剰余金 4,924 4,924

利益剰余金 6,080 5,725

自己株式 △411 △412

株主資本合計 16,416 16,059

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 142 249

土地再評価差額金 △920 △920

為替換算調整勘定 △459 △312

評価・換算差額等合計 △1,237 △984

少数株主持分 1,712 1,693

純資産合計 16,890 16,768

負債純資産合計 36,334 35,386
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 19,266 20,420

売上原価 13,446 14,690

売上総利益 5,820 5,730

販売費及び一般管理費 ※１
 4,622

※１
 4,577

営業利益 1,198 1,152

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 50 50

持分法による投資利益 32 30

雑収入 71 95

営業外収益合計 161 182

営業外費用

支払利息 120 89

為替差損 － 52

雑支出 96 37

営業外費用合計 216 179

経常利益 1,143 1,155

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 80

補助金収入 35 107

その他 － 19

特別利益合計 35 207

特別損失

固定資産除却損 － 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 － 16

税金等調整前四半期純利益 1,178 1,345

法人税、住民税及び事業税 174 596

法人税等調整額 209 △46

法人税等合計 383 550

少数株主損益調整前四半期純利益 － 794

少数株主利益 58 127

四半期純利益 736 667

EDINET提出書類

新晃工業株式会社(E01669)

四半期報告書

13/26



【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 7,319 7,682

売上原価 5,106 5,435

売上総利益 2,212 2,247

販売費及び一般管理費 ※１
 1,553

※１
 1,511

営業利益 659 735

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 18 19

持分法による投資利益 10 9

受取保険金及び配当金 － 12

雑収入 36 15

営業外収益合計 67 59

営業外費用

支払利息 33 27

為替差損 － 19

雑支出 24 12

営業外費用合計 57 59

経常利益 669 735

特別利益

補助金収入 0 74

特別利益合計 0 74

特別損失

固定資産除却損 － 11

特別損失合計 － 11

税金等調整前四半期純利益 669 798

法人税、住民税及び事業税 79 179

法人税等調整額 121 56

法人税等合計 201 236

少数株主損益調整前四半期純利益 － 562

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 83

四半期純利益 476 478
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,178 1,345

減価償却費 519 553

引当金の増減額（△は減少） △226 △151

受取利息及び受取配当金 △57 △56

支払利息 120 89

為替差損益（△は益） 7 19

売上債権の増減額（△は増加） 559 △23

たな卸資産の増減額（△は増加） △349 △805

仕入債務の増減額（△は減少） 761 1,232

未払消費税等の増減額（△は減少） △67 69

その他 212 343

小計 2,659 2,615

利息及び配当金の受取額 84 84

利息の支払額 △120 △93

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,488 △141

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,135 2,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 150 400

投資有価証券の取得による支出 △25 △50

有形固定資産の取得による支出 △1,189 △411

有形固定資産の売却による収入 4 4

無形固定資産の取得による支出 △105 △146

貸付けによる支出 △3 △5

貸付金の回収による収入 5 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,163 △205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △337 △55

長期借入れによる収入 1,800 －

長期借入金の返済による支出 △895 △402

社債の償還による支出 △70 △50

自己株式の処分による収入 － 1

自己株式の取得による支出 △161 △0

配当金の支払額 △313 △305

財務活動によるキャッシュ・フロー 22 △813

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16 1,379

現金及び現金同等物の期首残高 3,985 3,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,969 5,352
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

会計処理基準に関する事項の変更 １ 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基

準第16号  平成20年３月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理

に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号  平成20年３月10日)を適用

しております。なお、この変更による損益に与える影響はありません。

２ 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業

会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用し

ております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

　
　
【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

 １  前第３四半期連結累計期間において営業外費用「雑支出」に含めて表示しておりました「為替差損」（前第

３四半期連結累計期間36百万円）は、営業外費用の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間

では区分掲記することといたしました。

 ２  「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
当第３四半期連結会計期間

(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

 １  前第３四半期連結会計期間において営業外収益「雑収入」に含めて表示しておりました「受取保険金及び配

当金」（前第３四半期連結会計期間７百万円）は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期

連結会計期間では区分掲記することといたしました。

 ２  「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　
　
【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

法人税等の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定しております。

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じてお

らず、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないため、前連結会計年度に使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額    12,622百万円※１  有形固定資産の減価償却累計額  　12,314百万円

――――――

　 　
  ２  手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 156百万円

※３  四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理に

  ついては、手形交換日をもって決済処理しており

  ます。

    なお、当四半期連結会計期間の末日は金融機関

  の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

  日満期手形が四半期連結会計期間末日の残高に含

  まれております。

受取手形 72百万円

支払手形 456

その他(流動負債) 5

――――――

　
　
(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

物流費 441百万円

給料賞与 1,737

賞与引当金繰入額 144

退職給付費用 98

貸倒引当金繰入額 49

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

物流費 470百万円

給料賞与 1,716

賞与引当金繰入額 146

退職給付費用 202

　 　
　

　
前第３四半期連結会計期間

(自  平成21年10月１日  至 平成21年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(自  平成22年10月１日  至 平成22年12月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

物流費 185百万円

給料賞与 495

賞与引当金繰入額 121

退職給付費用 42

貸倒引当金繰入額 40

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

  次のとおりであります。

物流費 192百万円

給料賞与 498

賞与引当金繰入額 123

退職給付費用 28

貸倒引当金繰入額 19
　

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)

  １  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の

金額は一致しております。

同  左
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年12月31日)

１  発行済株式の種類及び総数

普通株式    27,212千株

　
２  自己株式の種類及び株式数

普通株式     1,246千株

　
３  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普 通 株 式 207 ８ 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年11月５日
取締役会

〃 103 ４ 平成22年９月30日 平成22年12月７日 〃

　
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
　
(金融商品関係)

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため、記載しておりません。

　
　
(有価証券関係)

事業の運営における重要性が低いため、記載しておりません。

　
　
(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。

　
　
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　
　
(資産除去債務関係)

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため、記載しておりません。

　
　
(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため、記載しておりません。

　
　

EDINET提出書類

新晃工業株式会社(E01669)

四半期報告書

18/26



(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計

期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

当社及び連結子会社の事業は、空調機器製造販売事業の単一事業であります。従って、開示対象とな

るセグメントがないため記載を省略しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

6,386 932 7,319 ― 7,319

  (2) セグメント間の
      内部売上高又は振替高

4 24 28 (28) ―

計 6,390 957 7,347 (28) 7,319

営業利益又は営業損失(△) 643 △18 624 34 659

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

16,330 2,935 19,266 ― 19,266

  (2) セグメント間の
      内部売上高又は振替高

8 63 71 (71) ―

計 16,339 2,999 19,338 (71) 19,266

営業利益 1,027 103 1,131 67 1,198

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 1,113 17 1,130

Ⅱ  連結売上高(百万円) 　 　 7,319

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

15.2 0.2 15.4

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  各区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　
前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 3,510 82 3,592

Ⅱ  連結売上高(百万円) 　 　 19,266

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

18.2 0.4 18.6

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  各区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は、主に空調機器を製造・販売しており、国内においては当社及び連結子会社が、海外においては

アジア(主に中国)の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であ

り、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」

及び「アジア」の２つを報告セグメントとしております。

　
　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)
　 　 (単位：百万円)

　
報告セグメント 調 整 額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日  本 アジア 計

売 上 高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 16,868 3,551 20,420 ― 20,420

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

12 256 268 △268 ―

計 16,881 3,807 20,689 △268 20,420

セグメント利益 889 177 1,067 85 1,152

(注) １  セグメント利益の調整額85百万円は、セグメント間取引消去であります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
　
当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日)

　 　 (単位：百万円)

　
報告セグメント 調 整 額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日  本 アジア 計

売 上 高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,431 1,251 7,682 ― 7,682

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

2 136 138 △138 ―

計 6,433 1,387 7,821 △138 7,682

セグメント利益 592 111 703 32 735

(注) １  セグメント利益の調整額32百万円は、セグメント間取引消去であります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
　
(追加情報)

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　

１株当たり純資産額 584.55円
　

　

１株当たり純資産額 580.62円
　

　
　
２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

 

１株当たり四半期純利益 27.70円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、調整計算の結果、１株当たり四半期純利益が
希薄化しないため、記載しておりません。
 

　

１株当たり四半期純利益 25.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 25.70円

　

(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 　 　

    四半期純利益 736百万円 667百万円

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

    普通株式に係る四半期純利益 736百万円 667百万円

    普通株式の期中平均株式数 26,586千株 25,965千株

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

    四半期純利益調整額 ― ―

    普通株式増加数
    (うち新株予約権)

―
―

0千株
(0千株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式について前連結会計年度末から重
要な変動がある場合の概要
 

――― ―――
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前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

 

１株当たり四半期純利益 18.02円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、調整計算の結果、１株当たり四半期純利益が
希薄化しないため、記載しておりません。
 

 

１株当たり四半期純利益 18.44円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
 

(注)  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

四半期純利益 476百万円 478百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る四半期純利益 476百万円 478百万円

普通株式の期中平均株式数 26,465千株 25,966千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式について前連結会計年度末から重
要な変動がある場合の概要
 

――― ―――

　
　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
　

２ 【その他】

第62期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年11月５日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 103百万円

② １株当たりの金額 ４円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２２年２月１２日

新晃工業株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    西    幹    男    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    遠    藤    尚    秀    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新

晃工業株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計

期間(平成２１年１０月１日から平成２１年１２月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成２１年４

月１日から平成２１年１２月３１日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新晃工業株式会社及び連結子会社の平成２１

年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２３年２月１０日

新晃工業株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    西    幹    男    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    遠    藤    尚    秀    印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新

晃工業株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計

期間(平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成２２年４

月１日から平成２２年１２月３１日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新晃工業株式会社及び連結子会社の平成２２

年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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